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省
エ
ネ
チ
ャ
レ
ン
ジ

省
エ
ネ
チ
ャ
レ
ン
ジ

　
　
　
　

　
　
　
　
参
加
者
募
集

参
加
者
募
集

　

地
球
温
暖
化
を
防
止
す
る
た

め
、
電
気
・
ガ
ス
の
省
エ
ネ
に
取

り
組
み
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出

削
減
に
ご
協
力
い
た
だ
け
る
方
を

募
集
し
ま
す
。
な
お
、
削
減
率
に

応
じ
て
記
念
品
を
贈
呈
し
ま
す
。

t
市
内
の
家
庭
お
よ
び
事
業
所

s
５０
組
（
申
込
順
）

m
４
月
３
日
か
ら
、
参
加
申
込
書

（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
可
）
に
必
要
事
項
を
記
入

し
、
直
接
、
郵
送
、
フ
ァ
ク
ス
ま

た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
環
境

政
策
課
環
境
係
（
〒
１８４

−

８
５
０

４
住
所
不
要
・
市
役
所
第
二
庁
舎

４
階
☎
０４２

−

３８７

−

９
８
１
７
f
０４２

−

３８３

−

６
５
７
７
）
へ

高
齢
者
住
宅
入
居
者
募
集

■
募
集
戸
数
７
戸

■
住
宅
名
①
コ
ー
ポ
く
り
の
み

（
東
町
３

−

１

−

２５
）
＝
１
Ｄ
Ｋ

２
戸
（
３２
・
７０
平
方
㍍
。
１
階
。

単
身
入
居
者
向
け
）
②
グ
リ
ー
ン

タ
ウ
ン
小
金
井
（
緑
町
４

−

１２

−

１６
）
＝
１
Ｄ
Ｋ
４
戸
（
３８
・
４５
平

方
㍍
。
１
階
、
２
階
。
単
身
入
居

者
向
け
）
③
グ
リ
ー
ン
タ
ウ
ン
小

金
井
（
緑
町
４

−

１２

−

１６
）
＝
２

Ｄ
Ｋ
１
戸
（
５１
・
２８
平
方
㍍
。
６

階
。
複
数
入
居
者
向
け
）

■
家
賃
①
１
万
５
千
９００
円
～
３
万

１
千
３００
円
②
２
万
３００
円
～
３
万
９

千
９００
円
（
別
途
共
益
費
６
千
４００

円
）
③
２
万
７
千
１００
円
～
５
万
３

千
２００
円（
別
途
共
益
費
６
千
４００
円
）

■
入
居
予
定
日
令
和
５
年
７
月

■
申
込
資
格
次
の
す
べ
て
の
要
件

に
該
当
す
る
方

❶
①
②
６５
歳
以
上
の
ひ
と
り
暮
ら

し
の
方
③
６５
歳
以
上
の
方
で
６０
歳

以
上
の
親
族
等
の
み
と
同
居
し
て

い
る
方

❷
市
内
に
引
き
続
き
３
年
以
上
居

住
し
て
い
る
方
（
所
得
制
限
が
あ

り
ま
す
）

❸
自
立
し
て
い
る
方
で
次
の
い
ず

れ
か
の
理
由
に
よ
り
、
代
替
え
の

住
宅
を
確
保
す
る
こ
と
が
困
難
な

方
▽
１
年
以
内
に
立
ち
退
く
よ
う

に
求
め
ら
れ
て
い
る
▽
住
宅
の
老

朽
化
や
、
浴
室
が
な
い
な
ど
に
よ

り
、
安
全
や
衛
生
上
の
問
題
が
あ

る
▽
身
体
に
障
が
い
の
あ
る
方

（
身
体
障
害
者
手
帳
１
～
４
級
）

で
、
現
住
居
で
の
生
活
が
困
難
で

あ
る
▽
家
賃
が
収
入
月
額
（
年
間

所
得
か
ら
控
除
を
差
し
引
い
た
額

割
る
１２
）
の
４
割
を
超
え
、
支
払

い
に
困
窮
し
て
い
る

❹
緊
急
連
絡
先
が
あ
る
こ
と

❺
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為

の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
に
規
定

す
る
暴
力
団
員
で
な
い
こ
と

e
持
ち
家
の
方
は
、
申
し
込
み
で

き
ま
せ
ん

m
４
月
１４
日
（
必
着
）
ま
で
に
、

指
定
の
申
込
用
紙
（
ま
ち
づ
く
り

推
進
課
で
配
布
）
に
必
要
事
項
を

明
記
し
、
郵
送
ま
た
は
直
接
、
ま

ち
づ
く
り
推
進
課
住
宅
係
（
〒
１８４

−

８
５
０
４
住
所
不
要
・
市
役
所

第
二
庁
舎
５
階
☎
０４２

−

３８７

−

９
８

６
１
）
へ

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

対
策　
水
道
料
金
・
下
水
道
使

用
料
の
支
払
猶
予
の
受
付
延
長

　

感
染
症
拡
大
の
影
響
に
よ
る
離

職
や
収
入
の
減
少
等
に
よ
り
、
一

時
的
に
上
下
水
道
料
金
の
支
払
い

が
困
難
に
な
っ
た
方
を
対
象
に
、

申
し
出
の
日
か
ら
最
長
１
年
間
の

支
払
い
を
猶
予
し
ま
す
。

■
受
付
期
間
９
月
３０
日（
土
）ま
で

i
都
水
道
局
多
摩
お
客
さ
ま
セ
ン

タ
ー
（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
☎
０
５
７

０

−

０９１

−

１００
、
☎
０４２

−

５４８

−

５
１

１
０
）

令
和
５
年
度
国
民
年
金
保
険
料

　

４
月
か
ら
の
国
民
年
金
保
険
料

は
、
１
万
６
千
５２０
円
（
付
加
込
み

は
１
万
６
千
９２０
円
）
で
す
。

　

第
１
号
被
保
険
者
、
任
意
加
入

被
保
険
者
の
方
に
、
日
本
年
金
機

構
か
ら
納
付
書
が
郵
送
さ
れ
ま

す
。

【�

退
職
し
た
方
（
６０
歳
未
満
）
は

国
民
年
金
の
手
続
き
を
】

■
必
要
書
類
等
▽
退
職
日
が
確
認

で
き
る
も
の
（
離
職
票
、
退
職
証

明
書
、
社
会
保
険
・
厚
生
年
金
資

格
喪
失
証
明
書
な
ど
）
▽
年
金
手

帳
ま
た
は
基
礎
年
金
番
号
通
知
書

【
学
生
納
付
特
例
は

　
毎
年
度
申
請
が
必
要
で
す
】

　

収
入
が
少
な
く
、
保
険
料
を
納

め
る
こ
と
が
困
難
な
学
生
の
方
に

は
、
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ

る
学
生
納
付
特
例
が
あ
り
ま
す
。

　

令
和
４
年
度
に
申
請
し
、
引
き

続
き
令
和
５
年
度
も
希
望
す
る
場

合
は
、
再
度
申
請
が
必
要
で
す
。

■
必
要
書
類
等
▽
年
金
手
帳
ま
た

は
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
▽
学
生

証
ま
た
は
在
学
証
明
書

　

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者

が
、
左
表
の
施
設
を
利
用
す
る

場
合
に
、
割
引
利
用
券
を
配
布

し
ま
す
。

■
割
引
利
用
期
限
令
和
６
年
３

月
３１
日

■
必
要
書
類
国
民
健
康
保
険
証

m
直
接
、
保
険
年
金
課
国
民
健

康
保
険
係
（
市
役
所
第
二
庁
舎

２
階
☎
０４２

−

３８７

−

９
８
３
３
）へ

i
保
険
年
金
課
国
民
年
金
係
（
市

役
所
第
二
庁
舎
２
階
☎
０４２

−

３８７

−

９
８
４
４
）

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
・

国
民
健
康
保
険
税
の
特
別
徴
収

４
・
６
・
８
月
は
仮
徴
収
期

　

令
和
５
年
度
の
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
お
よ
び
国
民
健
康
保
険

税
が
特
別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）

と
な
る
方
の
保
険
料
（
税
）
は
、

６
月
以
降
、
前
年
分
（
令
和
４
年

１
月
～
１２
月
）
の
所
得
状
況
を
確

認
し
、
年
額
を
決
定
し
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
４
・
６
・
８
月
の

特
別
徴
収
は
、
前
年
度
の
保
険
料

（
税
）
額
に
よ
り
仮
の
徴
収
額
で

行
う
「
仮
徴
収
」
に
な
り
ま
す
。

※
普
通
徴
収
（
納
付
書
や
口
座
振

替
で
納
付
）
の
方
は
、
仮
徴
収
は

あ
り
ま
せ
ん

【�

令
和
５
年
２
月
に
特
別
徴
収
と

な
っ
て
い
た
方
】

　

原
則
と
し
て
、
仮
徴
収
額
は
、

令
和
５
年
２
月
の
特
別
徴
収
額
と

同
額
で
す
。

【�

令
和
５
年
４
月
か
ら
新
た
に
特

別
徴
収
と
な
る
方
】

　

仮
徴
収
額
は
、
令
和
４
年
度
の

年
間
相
当
額
保
険
料
（
税
）
の
約

６
分
の
１
が
１
回
当
た
り
の
仮
徴

収
額
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、１０
月
以
降
の
徴
収
額
は
、

７
月
に
決
定
す
る
令
和
５
年
度
保

険
料
（
税
）
の
年
額
か
ら
仮
徴
収

合
計
額
を
差
し
引
い
た
額
で
す
。

i
保
険
年
金
課
国
民
健
康
保
険
係

（
☎
０４２

−

３８７

−

９
８
３
２
）、
高

齢
者
医
療
係
（
☎
０４２

−

３８７

−

９
８

３
４
）

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

葬
祭
費
を
支
給

　

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
が

亡
く
な
ら
れ
た
場
合
、
葬
祭
費
を

支
給
し
ま
す
。

t
葬
祭
を
行
っ
た
方

■
支
給
額
５
万
円

■
申
請
書
類
等
印
鑑
、
後
期
高
齢

者
医
療
被
保
険
者
証
、
申
請
者
が

葬
祭
を
行
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書

類（
領
収
書
等
）、
通
帳
な
ど
振
込

先
が
わ
か
る
も
の
（
ゆ
う
ち
ょ
銀

行
の
場
合
は
通
帳
が
必
要
で
す
）

i
保
険
年
金
課
高
齢
者
医
療
係

（
市
役
所
第
二
庁
舎
２
階
☎
０４２

−

３８７

−

９
８
３
４
）

令
和
５
年
度

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

納
税
通
知
書
の
送
付

　

４
月
２７
日
に
納
税
通
知
書
（
薄

紫
色
ま
た
は
青
色
の
封
筒
）
を
発

送
し
ま
す
。

　

課
税
対
象
と
な
る
の
は
、
令
和

５
年
１
月
１
日
現
在
、
市
内
に
土

地
・
家
屋
・
償
却
資
産
を
お
持
ち

の
方
で
す
。（
償
却
資
産
は
固
定

資
産
税
の
み
）

　

税
額
の
計
算
方
法
等
は
、
納
税

通
知
書
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※
償
却
資
産
と
は
、
事
業
用
の
構

築
物
・
機
械
・
器
具
・
備
品
等
の

こ
と
で
す

i
資
産
税
課
（
☎
０４２

−

３８７

−

９
８

２
１
）

令
和
５
年
度
課
税
台
帳
の

閲
覧
・
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧

【
閲
覧
】

　

ご
自
分
の
土
地
・
家
屋
・
償
却

資
産
の
評
価
額
等
が
閲
覧
で
き
ま

す
。

t
納
税
義
務
者
と
そ
の
同
世
帯
の

親
族
、
納
税
管
理
人
、
納
税
義
務

者
か
ら
の
委
任
状
を
有
す
る
代
理

人
。
借
地
人
は
当
該
土
地
、
借
家

人
は
当
該
家
屋
お
よ
び
そ
の
土
地

の
閲
覧
が
で
き
ま
す

【
縦
覧
】

　

市
内
の
土
地
や
家
屋
の
評
価
額

等
を
縦
覧
で
き
ま
す
。

t
納
税
者
と
そ
の
同
世
帯
の
親

族
、
納
税
管
理
人
、
納
税
者
か
ら

の
委
任
状
を
有
す
る
代
理
人

―
―
◇
共　
通
◇
―
―

d
４
月
３
日
（
月
）
～
５
月
３１
日

（
水
）
※
閲
覧
は
、
６
月
１
日
以

降
も
可
能
で
す

n
無
料
（
借
地
・
借
家
人
お
よ
び

縦
覧
期
間
後
の
閲
覧
は
有
料
）

y
▽
本
人
確
認
書
類
（
運
転
免
許

証
、
健
康
保
険
証
等
）
▽
同
世
帯

の
親
族
（
市
外
在
住
）
の
場
合
、

併
せ
て
同
世
帯
で
あ
る
こ
と
を
確

認
で
き
る
書
類
（
住
民
票
等
）
▽

借
地
・
借
家
人
が
閲
覧
す
る
際

は
、
併
せ
て
借
地
・
借
家
人
で
あ

る
こ
と
を
確
認
で
き
る
書
類
（
賃

貸
借
契
約
書
等
）

b
i
資
産
税
課
（
市
役
所
第
二
庁

舎
３
階
☎
０４２

−

３８７

−

９
８
２
１
）

夜
間
納
税
窓
口
を
開
設

d
４
月
１０
日（
月
）～
１２
日（
水
）い

ず
れ
も
午
後
８
時
ま
で

b
納
税
課
（
市
役
所
第
二
庁
舎
３

階
）
※
東
側
職
員
通
用
口
か
ら
入

り
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
ご
利
用
く

だ
さ
い

夜間入口詳細図u
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
、

市
・
都
民
税
、
軽
自
動
車
税
、
法

人
市
民
税
、
国
民
健
康
保
険
税

※
事
情
に
よ
り
一
度
に
納
め
る
こ

と
が
困
難
な
方
は
、
ご
相
談
く
だ

さ
い

i
納
税
課
納
税
係
（
☎
０４２

−

３８７

−

９
８
２
３
）

国
民
健
康
保
険
温
泉
セ
ン
タ
ー

国
民
健
康
保
険
温
泉
セ
ン
タ
ー

割
引
利
用
券
の
配
布

割
引
利
用
券
の
配
布

施設名 営業時間 定休日 割引後利用料金 所在地・問合先

檜原温泉センター
「数馬の湯」

１０：００〜　
１９：００

毎週月曜日
（祝日の場
合は翌日）

１日＝大人７３０円、
小学生２９０円、未
就学児は無料

西多摩郡檜原村
２４３０
☎０４２−５９８−６７８９

奥多摩温泉
「もえぎの湯」

１０：００〜　
２０：００

（１２月〜３
月は１９：００
まで）

毎週月曜日
（祝日の場
合は翌日）

３時間＝大人７００
円、小学生３５０円。
超過１時間につ
き、大人のみ２５０
円。未就学児は無
料

西多摩郡奥多摩町
氷川１１９−１
☎０４２８−８２−７７７０

秋川渓谷
「瀬音の湯」

１０：００〜　
２２：００ 毎週火曜日

３時間＝大人８００
円、小学生３００円。
超過１時間につ
き、大人２００円、
小学生１００円。未
就学児は無料

あきる野市乙津
５６５
☎０４２−５９５−２６１４

生涯青春の湯
「つるつる温泉」

１０：００〜　
２０：００

第３火曜日
（祝日の場
合は翌日）

３時間＝大人６６０
円、小学生２３０円。
超過１時間につ
き、大人のみ２２０
円。未就学児は無
料

西多摩郡日の出町
大久野４７１８
☎０４２−５９７−１１２６

市役所の開庁時間は、原則平日午前８時 30 分～午後５時です。（正午～午後１時除く） 市役所代表 ☎ 0 4 2 − 3 8 3 − 1 1 1 1 5・4・1 6


